
社会福祉法人ぽぽんがぽん 役員等報酬規程 
 
（目 的） 
第１条 この規程は、社会福祉法人ぽぽんがぽん（以下「法人」という）の業務に従事す

る役員等の報酬について必要な事項を定める。 
 

（定 義） 
第２条 この規程において役員等とは、法人の理事、監事、評議員及び評議員選任・解任

委員をいう。 
 
（理事会、評議員会及び評議員選任・解任委員会への出席報酬） 
第３条 役員等が、理事会、評議員会及び評議員選任・解任委員会へ出席したときは、報

酬及び実費弁償費として次のとおり日当を支払う。 
（１） 理事、監事、評議員 

１日 ５，０００円 
    （２）評議員選任・解任委員 
        １日 １０，０００円 

 
（役員等の年次報酬） 
第４条 役員等に対して、在任期間中の報酬及び実費弁償費として次のとおり年次報酬を

支払う。 
（１） 理事、監事、評議員 

１０，０００円／年 
（２） 評議員選任・解任委員 

なし 
 

（監事の監査報酬） 
第５条 監事が、会計監査及び法人監査を行ったときは、報酬及び実費弁償費として次の

とおり日当を支払う。 
（１） 監事 

１日 １０，０００円 
 

（報酬の支払方法） 
第６条 報酬の支払い方法は、次のとおりとする。 

（１） 年次報酬 
毎年定時評議員会の開催日を起算日とし、翌月２５日（当日が土・日曜日



又は祝日の場合はその前日）に金融機関の口座に振り込む。 
（２） 理事会、評議員会および評議員選任・解任委員会への出席報酬 

開催日の翌月２５日（当日が土・日曜日又は祝日の場合はその前日）に金

融機関の口座に振り込む。 
（３） 監事の監査報酬 

監査実施日の翌月２５日（当日が土・日曜日又は祝日の場合はその前日）

に金融機関の口座に振り込む。 
２ 報酬の支払額は、源泉所得税額を控除した額を支払う。 
 

（改 正） 
第７条 この規程を改正、廃止するときは、社会福祉法人ぽぽんがぽんの評議員会の議決

を経なければならない。 
  
（付 則） 
この規定は、２０１７年４月１日から施行する。（ただし、理事および監事については、２

０１７年の定時評議員会以降より適用する。）  


